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決
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規
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の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
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一

 
規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
八
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
十
三
号
イ
及
び
ヲ
中
「
重
度
訪
問
介
護
」
の
下
に
「
、
同
行
援
護
」
を
、「
共
同
生
活
援
助
」
の
下
に
「
に

係
る
も
の
」
を
加
え
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
四
十
三
号
中
「
に
係
る
も
の
に
」
を
「（
対
象
事
業
の
区
域
が
二
以
上
の
地
方
振
興
事
務
所
の
所

管
区
域
に
わ
た
る
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
も
の
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
四
十
二
号
」
を
「
同
項
第

四
十
三
号
」
に
改
め
、「
二
以
上
の
」
の
下
に
「
地
方
振
興
事
務
所
の
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
第
一
号
ハ
及
び
ニ
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
二
十

九
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
、「
報
告
の
徴
収
」

を
「
報
告
徴
収
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
カ
と
し
、
同
号
リ
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
中
チ
を
リ
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヌ　

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
の
実
施
命
令

　
　

ル　

第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
の
実
施

　
　

ヲ　

第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
設
備
の
設
置

　

第
十
四
条
第
一
号
ト
中
「
し
や
断
」
を
「
制
限
及
び
遮
断
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
第
二

項
」
の
下
に
「（
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
並
び
に
同
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号

ヘ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヘ　

第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
報
告
の
受
理

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
並
び
に
第
十
四
条
第
一
号
ハ
か
ら
ホ

ま
で
及
び
リ
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
イ
及
び
ヌ
中
「
重
度
訪
問
介
護
」
の
下
に

「
、
同
行
援
護
」
を
、「
共
同
生
活
援
助
」
の
下
に
「
に
係
る
も
の
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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